
トピックスII

『予防接種法一部改正その2 : 風疹』

もう一点大きな改正と考えられるの は、風疹の予

防接種の経過措置対象者が平成15年9 月30日までの

間に限りの適用で はあるが、【昭和54年4月 2 日から

昭和62年10月 1 日生まれの1 2 歳以上16歳未満の者】
から 【昭和54年4月 2 日から昭和62年10月 1 日生ま
れの14歳以上の者】に変更に なったことである。

平成14年4月 2日現在において は14歳6カ月�2 3

歳までの男女、 平成15年9月30日時点で は15 歳1 1カ

月�24歳5 カ月までの男女が定期接種の経過措懺対
象者ということに なり、年齢幅が大きく増えている
ことに気づかなければならない。 是非この経過措置

期間中に風しんワクチン未接種者は接種をすませて

おくことが勧められる。 この改正内容 はインフルエ

ンザの改正内容に比べてあまり広く知られていない
ため、 対象者への周知徹底が望まれる。
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風疹ワクチン定期接種の経緯
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